
１．はじめに 

横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律）の施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会

生活を営むことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を推進してい

ます。緑区内では、区の中心的な地域として、文化施設、福祉施設、商業施設

などの不特定多数の人が利用する施設が集積した十日市場駅周辺を対象に、「横

浜市十日市場駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しています。 

今回、この基本構想の実現に向け、「横浜市十日市場駅周辺地区道路特定事

業計画」を策定しました。今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

２．バリアフリー法の仕組み 

（１）バリアフリー法とは 

バリアフリー法は、高齢者、身体障害者、知的・精神・発育障害など全て

の障害者、妊婦、けが人など、全ての方にとって建築物及び公共交通機関さ

らには路外駐車場・都市公園における移動に係わる身体の負担を軽減し、そ

の移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的とし、次の2つの施策に

よりバリアフリー化を推進するものです。 

■公共交通機関、建築物、公共施設等のバリアフリー化 

 公共交通機関（駅・バスターミナルなどの旅客施設、鉄道車両・バス

などの車両）、並びに特定の建築物、道路、路外駐車場及び都市公園を

新しく建設・導入する場合、それぞれの事業者・建築主などの施設設置

管理者に対して、施設ごとに定めた「バリアフリー整備基準（移動等円

滑化基準）」への適合が義務づけられます。また、既存のこれらの施設

等について、基準適合するように努力義務が課されます。 

■重点整備地区の一体的なバリアフリー化 

 市町村は、鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者

などが利用する施設が集まった地区（重点整備地区）において、公共交

通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフ

リー化を重点的かつ一体的に推進するため、「バリアフリー基本構想」

を作成することができます。 
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（２）バリアフリー基本構想とは 

重点整備地区において、鉄道駅等の公共交通機関、道路や公園等の公共施

設、高齢者、障害者などが利用する公共的な建築物等のバリアフリー化を重

点的かつ一体的に推進するため、重点整備地区の範囲、バリアフリー化を図

る経路（生活関連経路）、バリアフリー化のために実施すべき事業（特定事

業等）の内容などを定めるものです。 

基本構想策定後は、各事業者が基本構想に基づき具体的な事業計画を作成

し、重点整備地区内のバリアフリー化を実施することになります。横浜市で

は、原則、基本構想策定から５年以内の事業完了を目標に事業を実施してい

きます。 

３．重点整備地区とバリアフリー化を図る経路 

「横浜市十日市場駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、「生活関連

施設」と「生活関連経路」を定めています。 

■生活関連施設 

高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、

官公庁施設、福祉施設などの施設のことです。 

主として、（１）高齢者や障害者等を含む不特定多数の人が利用する施設

であること、かつ、（２）その施設へ至る手段が、主に十日市場駅からの徒

歩によることという条件を満たす施設とします。 

 ■生活関連経路 

生活関連施設相互間の経路で、特にバリアフリー化を図る必要性が高い経

路とします。 

なお、生活関連経路は、目標とする整備水準によって、次の２つに区分し

ます。 

〇生活関連経路（Ａ） 

生活関連経路のうち、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿っ

た整備を実施する経路、または、すでに同基準等に沿った整備がなされて

いる経路 

〇生活関連経路（Ｂ） 

生活関連経路のうち地形や市街化の状況等、その地域固有の制約により、

生活関連経路A に設定できないが、その経路の道路機能・役割を考慮し、

可能な限りバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等に沿った整備を

実施する経路（横浜市独自の取り組みとして設定） 

2


